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１ 議会の構成 

 (1) 議員名簿                            (4．1．31現在) 

選挙 平成 30年 6 月 17日執行 

任期 平成 30年 7 月 14日～令和 4 年 7月 13 日 

議席 

番号 
氏  名 住   所 電話番号 党派 

所 属 

委員会 

当選 

回数 

１ 山本 洋輔 高松町２－１９－１（事務所） 
080-5650-

7833 
無 環建 １ 

２ くぼた 学 
柴崎町３－１２－９ バームコー

ト立川１０２号 

080-2984-

0110 
Ｎ 文教 １ 

３ わたなべ 忠司 栄町２－２０－１１ 534-9639 立 文教 １ 

４ 瀬  順弘 
富士見町７－３２－４４ レガリ

ア１２０ 
524-4944 公 厚産 ２ 

５ 大沢 純一 一番町４－３５－２１ 506-8605 公 文教 ２ 

６ 対馬 ふみあき 栄町２－２７－２－２０５ 537-2012 自 厚産 １ 

７ 粂川 敏男 若葉町４－２０－２ 
042-849- 

7343 
自 

厚産 

議運 
１ 

８ 松本 マキ 
錦町１－１４－２ レックス立川

２階（事務所） 
512-7506 自 総務 ２ 

９ 松本 あきひろ 富士見町６－１７－２０３ 528-2708 自 
厚産 

議運 
２ 

10 江口 元気 錦町２－２－２０ 512-9226 自 文教 ２ 

11 頭山 太郎 
柴崎町３－１０－１３ プラウド

立川２０７ 
524-6119 無 

総務 

議運 
３ 

12 門倉 正子 砂川町５－３１－１２ 534-5525 公 
総務 

議運 
２ 

13 山本 みちよ 
若葉町４－２５－１ 若葉町団地

４４－５０３ 
537-2866 公 環建 ３ 

14 大石 ふみお 
羽衣町１－２４－１１ コープ西

国立６２１号 
548-7004 民 総務 ４ 

15 伊藤 大輔 砂川町８－１８－２５ 540-0184 無 
環建 

議運 
４ 
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議席 

番号 
氏  名 住   所 電話番号 党派 

所 属 

委員会 

当選 

回数 

16 稲橋 ゆみ子 砂川町８－８０－２ 537-3367 立 厚産 ４ 

17 中町  聡 
羽衣町２－２９－１１ コーポヤ

マザキ１０１（事務所） 
526-3252 共 

文教 

議運 
２ 

18 若木 早苗 西砂町６－５５－７（事務所） 560-9557 共 厚産 ２ 

19 浅川 修一 柴崎町１－１８－２５（事務所） 522-8606 共 総務 ７ 

20 永元 須摩子 若葉町３－３９－６ 536-2038 共 厚産 ４ 

21 上條 彰一 栄町４－４５－３５ 535-8016 共 環建 ９ 

22 須﨑 八朗 幸町２－４２－２ 536-0290 無 環建 ５ 

23 高口 靖彦 柏町４－１５－２４ 534-0267 公 
総務 

議運 
４ 

24 福島 正美 錦町１－１３－２６ 522-9971 公 文教 ４ 

25 伊藤 幸秀 
高松町２－２６－１４ メリーコ

ート立川２０２号 
522-5399 公 環建 ６ 

26 中山 ひと美 
曙町３－２－１５  グレーシアシ

ティ立川 Ａ５１１ 
528-4744 自 文教 ５ 

27 木原  宏 砂川町４－３１－３ 535-6391 自 環建 ４ 

28 佐藤 寿宏 幸町５－１０－２ 536-9130 自 総務 ６ 

※自…自由民主党 公…公明党 共…日本共産党 民…国民民主党 立…立憲民主党 

 Ｎ…ＮＨＫから国民を守る党 無…無所属 
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 (2) 議員数及び任期 

(4．1．31現在) 

条 例 定 数 現 員 数 任     期 

28 人 28 人 
平成 30年 7 月 14日～令和 4 年 7月 13日・・・・27名 

平成 30年 7 月 20日～令和 4 年 7月 13日・・・・1名 

 

 (3) 正･副議長 

(4．1．31現在) 

議   長 福島 正美 令和 2年 6月 17日 就任 

副 議 長 中山 ひと美 令和 2年 6月 17日 就任 
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 (4) 党派･会派別議員数 

      (4．1．31現在) 

 

   会 派 

 

 

党 派 

た
ち
か
わ
自
民
党
・ 

安
進
会 

公

明

党 

日
本
共
産
党 

民
主
・ 

市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム 

立
憲
民
主
・ 

た
ち
か
わ 

Ｎ
Ｈ
Ｋ
か
ら 

国
民
を
守
る
党 

緑

た

ち

か

わ 

 
合

計 

自 由 民 主 党 
８ 

(２) 
       

８ 

(２) 

公  明  党  
７ 

(２) 
     

 
７ 

(２) 

日 本 共 産 党   
５ 

(２) 
    

 
５ 

(２) 

立 憲 民 主 党    １ 
１ 

(１) 
  

 
２ 

(１) 

国 民 民 主 党    １    

 

１ 

Ｎ Ｈ Ｋ か ら 

国 民 を 守 る 党 
     １  

 

１ 

無 所 属 １   １   １ １ ４ 

計 
９ 

(２) 

７ 

(２) 

５ 

(２) 
３ 

１ 

(１) 
１ １ １ 

２８ 

(７) 

（ ）内は女性議員数(内数) 
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 (5) 会派別議員名簿 

 (4．1．31現在) 

会  派  名 議  員  氏  名 

たちかわ自民党 

・安進会 

９人 

（内線 3341,3351） 

会 長 木原  宏 幹事長 頭山 太郎 

佐藤 寿宏     中山ひと美     松本あきひろ 

江口 元気     松本 マキ     粂川 敏男 

対馬ふみあき 

公明党 

７人 

（内線 3346,3356） 

幹事長 高口 靖彦  副幹事長 山本みちよ 

伊藤 幸秀           福島 正美 

門倉 正子      大沢 純一 

瀬  順弘 

日本共産党 

５人 

（内線 3344） 

団 長 永元 須摩子    

浅川 修一   若木 早苗     

上條 彰一   中町  聡 

民主・市民フォーラム 

３人 

（内線 3345,3355） 

会 長 大石ふみお  幹事長 伊藤 大輔 

わたなべ忠司 

立憲民主・たちかわ 

１人 

(内線 3343) 

代 表 稲橋ゆみ子 

ＮＨＫから国民を守る党 

１人 

(内線 3342) 

くぼた 学 

緑たちかわ 

１人 

(内線 3342) 

代 表 山本 洋輔 

1 人 須﨑 八朗 
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 (6) 委 員 会 

  ア 常任委員会 

委 員 会 名 
定 数 

(現員数) 
所   管   事   項 

総 務 
7 人 

(7 人) 

総合政策部（地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年

法律第 162 号）第１条の４に規定する総合教育会議（以下「総合教

育会議」という。）に関する事項を除く。）、行政管理部、財務部、市

民生活部、公営競技事業部、会計課、選挙管理委員会、監査委員及

び固定資産評価審査委員会に関する事項並びに他の常任委員会に属

しない事項 

厚 生 産 業 
7 人 

(7 人) 

産業文化スポーツ部、子ども家庭部、福祉保健部及び農業委員会に

関する事項 

環 境 建 設 
7 人 

(7 人) 
まちづくり部及び環境下水道部に関する事項 

文 教 
7 人 

(7 人) 

総合政策部（総合教育会議に関する事項に限る。）及び教育委員会に

関する事項 

 

    常任委員会委員（任期 2年）              

(4．1．31現在) 

委 員 会 名 委                 員 

総 務 

◎門倉 正子  ○松本 マキ   頭山 太郎 

大石ふみお   浅川 修一   高口 靖彦 

 佐藤 寿宏 

厚 生 産 業 

◎松本あきひろ ○瀬  順弘   対馬ふみあき 

粂川 敏男   稲橋ゆみ子   若木 早苗 

永元須摩子 

環 境 建 設 

◎須﨑 八朗  ○山本 洋輔   木原  宏 

山本みちよ   伊藤 大輔   上條 彰一 

   伊藤 幸秀 

文 教 

◎大沢 純一  ○くぼた 学   わたなべ忠司 

江口 元気   中町  聡   福島 正美 

中山ひと美 

◎委員長 ○副委員長 
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  イ 特別委員会 

(4．1．31現在) 

特別委員会名 設置期間 定数 付 託 事 項 委     員 

議 会 改 革 

R2. 12. 17 
～  

 

7 人 ・議会改革について 

◎山本みちよ ○対馬ふみあき 

山本 洋輔   わたなべ忠司 

 大沢 純一  頭山 太郎 

 永元須摩子 

予 算 

R3. 2. 24 

～  

R3. 3. 22 

22 人 
・令和 3 年度各会計予算

及び関連議案 

◎頭山 太郎 ○大沢 純一 

○山本 洋輔  くぼた 学 

 わたなべ忠司  瀬  順弘  

 対馬ふみあき  粂川 敏男 

 松本 マキ  松本あきひろ 

 江口 元気  門倉 正子 

山本みちよ  伊藤 大輔 

 稲橋ゆみ子  中町  聡 

 若木 早苗  永元須摩子 

 上條 彰一  須﨑 八朗 

伊藤 幸秀  佐藤 寿宏  

決 算 

R3. 9. 8 

～  

R3. 9. 30 

24 人 ・令和 2 年度各会計決算 

◎佐藤 寿宏 ○門倉 正子 

○わたなべ忠司  山本 洋輔 

 くぼた 学    瀬  順弘 

大沢 純一  対馬ふみあき 

粂川 敏男  松本 マキ 

松本あきひろ  江口 元気 

 山本みちよ  大石ふみお 

 伊藤 大輔  稲橋ゆみ子 

 若木 早苗  浅川 修一 

 永元須摩子  上條 彰一 

 須﨑 八朗  高口 靖彦 

 伊藤 幸秀  木原  宏   

               ◎委員長 ○副委員長 
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  ウ 議会運営委員会 

(4．1．31現在) 

任  期 ２年 

定  数 ９人以内 

協議事項 

 ① 会議の会期及び日程に関すること 

 ② 会議の議事の取扱いに関すること 

 ③ 会議運営に関すること 

 ④ その他議長の諮問に関すること 

委  員 

◎高口 靖彦  ○頭山 太郎   粂川 敏男 

松本あきひろ  門倉 正子   伊藤 大輔 

中町  聡 

                ◎委員長 ○副委員長 

 

 (7) 代表者会議 

(4．1．31現在) 

議 長  福島 正美 

副 議 長  中山 ひと美 

た ち か わ 自 民 党 ・ 安 進 会  木原 宏 

公 明 党  高口 靖彦 

日 本 共 産 党  永元 須摩子 

民 主 ・ 市 民 フ ォ ー ラ ム  大石 ふみお 
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(8) 議会選出各種委員・組合議会議員 

(4．1．31現在) 

監査委員 

    頭山 太郎 

 東京たま広域資源循環組合議会議員 

    木原  宏 

 立川・昭島・国立聖苑組合議会議員 

    粂川 敏男  浅川 修一 

 三多摩上下水及び道路建設促進協議会理事・委員 

    理   事     福島 正美 

    第１委員会(上水道) 山本みちよ 

    第２委員会(下水道) 伊藤 大輔 

    第３委員会(道 路) 上條 彰一 

  三鷹・立川間立体化複々線促進協議会委員 

    須﨑 八朗  福島 正美 

 野火止用水保全対策協議会委員 

    山本 洋輔  わたなべ忠司  中町  聡 

多摩地域都市モノレール等建設促進協議会委員 

    伊藤 幸秀  福島 正美 

多摩川架橋及び関連道路整備促進協議会会員 

    福島 正美 

東京河川改修促進連盟理事 

    福島 正美 

東京都市公平委員会関係団体協議会委員 

    福島 正美 

 立川市表彰審査会委員 

    門倉 正子  中山ひと美  福島 正美 

 立川市青少年問題協議会委員 

    くぼた 学  福島 正美 
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立川市都市計画審議会委員 

    瀬  順弘  大沢 純一  対馬ふみあき  江口 元気 

  伊藤 大輔  稲橋ゆみ子  中町  聡 

 立川市民生委員推薦会委員 

    稲橋ゆみ子  福島 正美 

 立川市国民健康保険運営協議会委員 

    江口 元気  大石ふみお  若木 早苗 

 

(9) 立川市議会政治倫理審査会委員 

(4．1．31現在) 

① 議 員 

    江口 元気  上條 彰一  山本みちよ  わたなべ忠司  

② 市 民 

   奥村 幸男  三上  操  宮本 直樹 

③ 有識者 

   ◎山本 哲子 ○深田 則夫 

◎会長 ○副会長 
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２ 議会の活動状況 
 

(1) 本会議の開催状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 会       期 会期日数 本会議日数 会 議 時 間 

定

例

会 

第 1回 3.2.18 ～ 3.3.22 33 6 33 時間 39分 

第 2回 3.6.2 ～ 3.6.24 23 6 29 時間 23分 

第 3回 3.9.2  ～  3.9.30 29 6 33 時間 57分 

第 4回 3.11.30  ～  3.12.20 21 6 31 時間 52分 

臨

時

会 

第 1回 3.1.21 1 1 0 時間 44 分 

第 2回 3.4.14 1 1 0 時間 52 分 

第 3回 3.4.27 1 1 0 時間 59 分 

第 4回 3.7.26 1 1 0 時間 49 分 

合     計 110 28 132時間 15分 
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 (2) 本会議の提出案件数 
 

区 分 

 

 

 

 会議別 

市 長 提 出 
委

員

会

提

出 

議 員 提 出 
選

挙 
請

願 
陳

情 

そ

の

他 

合

計 

条

例 

予

算 

決

算 

契

約

等 

報

告 

諮

問 

そ

の

他 

条
例
・
規
則 

意

見

書 

決

議 

そ

の

他 

定

例

会 

第１回 21 15 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 3 3 48 

第 2回 5 2 0 3 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 7 3 28 

第 3回 4 4 7 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 2 22 

第 4回 8 8 0 2 0 0 15 0 0 0 0 0 0 1 4 2 40 

臨

時

会 

第 1回 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

第 2回 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 

第 3回 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

第 4回 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 

合 計 38 32 7 8 4 0 21 4 0 2 0 0 0 3 16 14 149 
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 (3) 本会議の審議結果 
 

    

区 分 

 

 

会議別 

市 長 提 出 
議員・委員会 

提 出 
選

挙 

そ

の

他 

請 願 ・ 陳 情 

可

決 

否

決 

認

定 

同

意 

承

認 

了

承 

答

申 

可

決 

否

決 

審
議
未
了 

継

続 

採

択 
不

採

択 

審
議
未
了 

継

続 

撤

回 

定

例

会 

第１回 38 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 2 2 0 1 0 

第 2回 11 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 7 3 4 0 0 0 

第 3回 8 0 7 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 

第 4回 28 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 3 0 

臨

時

会 

第 1回 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

第 2回 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

第 3回 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

第 4回 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

計 90 0 7 5 4 0 0 6 0 0 0 0 18 6 8 0 5 0 
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 (4) 本会議の傍聴状況 
 

会 議 名 会 期 傍 聴 者 数 

第 1 回 定 例 会 3.2.18 ～ 3.3.22 8 

第 2 回 定 例 会 3.6.2 ～ 3.6.24 17 

第 3 回 定 例 会 3.9.2 ～ 3.9.30 18 

第 4 回 定 例 会 3.11.30  ～  3.12.20 16 

第 1 回 臨 時 会 3.1.21 0 

第 2 回 臨 時 会 3.4.14 0 

第 3 回 臨 時 会 3.4.27 0 

第 4 回 臨 時 会 3.7.26 0 

合       計 59 
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(5) 委員会の開催状況･審査件数及び傍聴者数 

 

 

議 員 全 員 協 議 会 4 0 時間 57 分 0 0 0 13 13  

新型コロナウイルス

ワクチン接種に関す

る 協 議 会 

1 3 時間 9分 0 0 0 1 1  

 

区

分 

委 員 会 名 

開
催
回
数 

会 議 時 間 

議

案 

請

願 

陳

情 

そ

の

他 
計 

傍

聴

者 

常

任

委

員

会 

総 務 4 18 時間 46分 0 2 7 0 9 18 

厚 生 産 業 4 31 時間 55分 6 1 3 4 14 10 

環 境 建 設 4 17 時間 48分 4 0 5 4 13 10 

文 教 4 21 時間 22分 1 0 1 0 2 5 

計 16 89 時間 51分 11 3 16 8 38 43 

議 会 改 革 6 5 時間 52 分 0 0 0 10 10 1 

予 算 5 34 時間 10分 19 0 0 1 20 1 

決 算 4 27 時間 12分 7 0 0 1 8 0 

計 15 67 時間 14分 26 0 0 12 38 2 

議 会 運 営 委 員 会 15 3 時間 29 分 0 0 0 45 45 0 

合 計 46 160時間 34分 37 3 16 65 121 45 
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３ 付 議 事 件 

(1) 市長提出案件 
第 1 回臨時会(令和 3年 1月 21 日) 

番 号 案  件  名 

提出年月日 

付議年月日 

付託委員会 

議決年月日 

結   果 
内   容 

議 案 

第 1 号 

令和２年度立川市一般会計補正予算

（第１１号） 

3 . 1 . 2 1 

3 . 1 . 2 1 

 

3 . 1 . 2 1 

可   決 

 (全会一致) 

1億3,817万1千円の増額｡

補正後の総額は1,038億

6,199万8千円 

 

 

第 1回定例会(令和 3年 2月 18 日～3月 22日) 

番  号 案  件  名 

提出年月日 

付議年月日 

付託委員会 

議決年月日 

結   果 
内   容 

議 案 

第 2 号 
令和３年度立川市一般会計予算 

3 . 2 . 1 8 

3 . 2 . 1 8 

予 算 特 別 

3 . 3 . 2 2 

可 決 

(賛成多数 ) 

総額 779億円 

対前年比 1.8%減 

議 案 

第 3 号 

令和３年度立川市特別会計競輪事業

予算 

3 . 2 . 1 8 

3 . 2 . 1 8 

予 算 特 別 

3 . 3 . 2 2 

可 決 

(全会一致 ) 

総額 178億 8千万円 

対前年比 2.9%増 

議 案 

第 4 号 

令和３年度立川市特別会計国民健康

保険事業予算 

3 . 2 . 1 8 

3 . 2 . 1 8 

予 算 特 別 

3 . 3 . 2 2 

可 決 

(全会一致 ) 

総額 164億 8千万円 

対前年比 0.2%減 

議 案 

第 5 号 

令和３年度立川市特別会計駐車場事

業予算 

3 . 2 . 1 8 

3 . 2 . 1 8 

予 算 特 別 

3 . 3 . 2 2 

可 決 

(全会一致 ) 

総額 9千万円 

対前年比 24%増 

議 案 

第 6 号 

令和３年度立川市特別会計介護保険

事業予算 

3 . 2 . 1 8 

3 . 2 . 1 8 

予 算 特 別 

3 . 3 . 2 2 

可 決 

(全会一致 ) 

総額 142億 2千万円 

対前年比 3.5%減 

議 案 

第 7 号 

令和３年度立川市特別会計後期高齢

者医療事業予算 

3 . 2 . 1 8 

3 . 2 . 1 8 

予 算 特 別 

3 . 3 . 2 2 

可 決 

(全会一致 ) 

総額 42億円 

対前年比 1.4%増 

議 案 

第 8 号 

令和３年度立川市下水道事業会計予

算 

3 . 2 . 1 8 

3 . 2 . 1 8 

予 算 特 別 

3 . 3 . 2 2 

可 決 

(全会一致 ) 

収益的支出 47億 7千万円 

資本的支出 49億 8千万円 

議 案 

第 9 号 

令和２年度立川市一般会計補正予算

（第１２号） 

3 . 2 . 1 8 

3 . 2 . 1 8 

 

3 . 2 . 1 8 

可   決 

(全会一致 ) 

4 億 5,835 万 2 千円の増

額｡補正後の総額は 1,043

億 2,035万円 

議 案 

第 10 号 

新清掃工場整備運営事業基本契約変

更契約 

3 . 2 . 1 8 

3 . 2 . 1 8 

 

3 . 2 . 1 8 

可   決 

(全会一致 ) 

契約金額を 8,991 万 4 千円

増額し､185億 5,891万 4千

円に変更するもの 
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番  号 案  件  名 

提出年月日 

付議年月日 

付託委員会 

議決年月日 

結   果 
内   容 

議 案 

第 11 号 

立川市道西１２０号線の認定につい

て 

3 . 2 . 1 8 

3 . 2 . 1 8 

環 境 建 設 

3 . 3 . 2 2 

可   決 

(全会一致 ) 

寄附を受けた路線につい

て認定要件を満たしてい

るため、市道として認定す

るもの 

議 案 

第 12 号 

立川市公園条例の一部を改正する条

例 

3 . 2 . 1 8 

3 . 2 . 1 8 

 

3 . 2 . 1 8 

可   決 

(全会一致 ) 

「立川市西砂三南公園」を

都市公園以外の公園とす

るため 

議 案 

第 13 号 

立川市道路占用料等条例の一部を改

正する条例 

3 . 2 . 1 8 

3 . 2 . 1 8 

予 算 特 別 

3 . 3 . 2 2 

可 決 

(全会一致 ) 

東京都道路占用料等徴収

条例の一部改正の施行に

伴う条例改正 

議 案 

第 14 号 

立川市水路条例の一部を改正する条

例 

3 . 2 . 1 8 

3 . 2 . 1 8 

予 算 特 別 

3 . 3 . 2 2 

可 決 

(全会一致 ) 

東京都河川流水占用料等

徴収条例の一部改正の施

行に伴う条例改正 

議 案 

第 15 号 

立川市事務手数料条例の一部を改正

する条例 

3 . 2 . 1 8 

3 . 2 . 1 8 

予 算 特 別 

3 . 3 . 2 2 

可 決 

(全会一致 ) 

建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律

の一部改正の公布に伴う

条例改正 

議 案 

第 16 号 

立川市自転車等駐車場条例の一部を

改正する条例 

3 . 2 . 1 8 

3 . 2 . 1 8 

予 算 特 別 

3 . 3 . 2 2 

可 決 

(全会一致 ) 

西武立川駅北口において、

自転車の駐車需要への対

応を図るための条例改正 

議 案 

第 17 号 

立川市国民健康保険条例の一部を改

正する条例 

3 . 2 . 1 8 

3 . 2 . 1 8 

予 算 特 別 

3 . 3 . 2 2 

可 決 

(全会一致 ) 

国民健康保険法施行令等

及び健康保険法施行令等

の一部改正の施行に伴う

条例改正 

議 案 

第 18 号 

立川市介護保険条例の一部を改正す

る条例 

3 . 2 . 1 8 

3 . 2 . 1 8 

予 算 特 別 

3 . 3 . 2 2 

可 決 

(全会一致 ) 

第 8 期介護保険事業計画

策定及び健康保険法施行

令等の一部改正の施行に

伴う条例改正 

議 案 

第 19 号 

立川市指定地域密着型サービスの事

業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例 

3 . 2 . 1 8 

3 . 2 . 1 8 

 

3 . 2 . 1 8 

可   決 

(賛成多数 ) 

指定居宅サービス等の事

業の人員、設備及び運営に

関する基準等の一部改正

の公布に伴う条例改正 

議 案 

第 20 号 

立川市指定地域密着型介護予防サー

ビスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービス

に係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例 

3 . 2 . 1 8 

3 . 2 . 1 8 

 

3 . 2 . 1 8 

可   決 

(賛成多数 ) 

指定居宅サービス等の事

業の人員、設備及び運営に

関する基準等の一部改正

の公布に伴う条例改正 

議 案 

第 21 号 

立川市指定介護予防支援等の事業の

人員及び運営並びに指定介護予防支

援等に係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例 

3 . 2 . 1 8 

3 . 2 . 1 8 

 

3 . 2 . 1 8 

可   決 

(全会一致 ) 

指定居宅サービス等の事

業の人員、設備及び運営に

関する基準等の一部改正

の公布に伴う条例改正 
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番  号 案  件  名 

提出年月日 

付議年月日 

付託委員会 

議決年月日 

結   果 
内   容 

議 案 

第 22 号 

立川市指定居宅介護支援等の事業の

人員及び運営の基準に関する条例の

一部を改正する条例 

3 . 2 . 1 8 

3 . 2 . 1 8 

 

3 . 2 . 1 8 

可   決 

(賛成多数 ) 

指定居宅サービス等の事

業の人員、設備及び運営に

関する基準等の一部改正

の公布に伴う条例改正 

議 案 

第 23 号 

立川市幼稚園入園支度金貸付条例の

一部を改正する条例 

3 . 2 . 1 8 

3 . 2 . 1 8 

予 算 特 別 

3 . 3 . 2 2 

可 決 

(全会一致 ) 

幼児教育の振興を図るた

めの条例改正 

議 案 

第 24 号 

立川市特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の利用者負担に関する

条例の一部を改正する条例 

3 . 2 . 1 8 

3 . 2 . 1 8 

 

3 . 2 . 1 8 

可   決 

(全会一致 ) 

地方税法等の一部改正の

施行に伴う条例改正 

議 案 

第 25 号 

立川市中小企業勤労者福祉厚生資金

助成条例を廃止する条例 

3 . 2 . 1 8 

3 . 2 . 1 8 

予 算 特 別 

3 . 3 . 2 2 

可 決 

(全会一致 ) 

利用実績が過去 5 年間な

いこと、また、都において

同様の制度が充実した内

容で実施されていること

から条例を廃止するもの 

議 案 

第 26 号 

立川市都市軸沿道地域企業誘致条例

の一部を改正する条例 

3 . 2 . 1 8 

3 . 2 . 1 8 

 

3 . 2 . 1 8 

可   決 

(全会一致 ) 

都市軸沿道地域における

開発に一定の区切りがつ

いたことから条例改正す

るもの 

議 案 

第 27 号 

立川市消防団員の任用、給与、分限及

び懲戒、服務等に関する条例の一部を

改正する条例 

3 . 2 . 1 8 

3 . 2 . 1 8 

予 算 特 別 

3 . 3 . 2 2 

可 決 

(全会一致 ) 

消防団員の確保及び士気

高揚を図るため条例改正

するもの 

議 案 

第 28 号 

立川市職員の服務の宣誓に関する条

例の一部を改正する条例 

3 . 2 . 1 8 

3 . 2 . 1 8 

 

3 . 2 . 1 8 

可   決 

(全会一致 ) 

宣誓書の様式から押印欄

を廃止するため、条例改正

するもの 

議 案 

第 29 号 

立川市職員の勤務時間、休日、休暇等

に関する条例の一部を改正する条例 

3 . 2 . 1 8 

3 . 2 . 1 8 

 

3 . 2 . 1 8 

可   決 

(全会一致 ) 

週休日の変更を規定し、介

護休暇等の対象となる要

介護者の範囲の見直しを

行うもの 

議 案 

第 30 号 

立川市会計年度任用職員の報酬、費用

弁償及び期末手当に関する条例の一

部を改正する条例 

3 . 2 . 1 8 

3 . 2 . 1 8 

予 算 特 別 

3 . 3 . 2 2 

可 決 

(全会一致 ) 

会計年度任用職員の期末

手当について減額を行う

条例改正 

議 案 

第 31 号 

立川市一般職の職員の旅費に関する

条例の一部を改正する条例 

3 . 2 . 1 8 

3 . 2 . 1 8 

予 算 特 別 

3 . 3 . 2 2 

可 決 

(全会一致 ) 

職員に支給する旅費の見

直しを行う条例改正 

議 案 

第 32 号 

立川市公の施設指定管理者候補者選

定審査会条例の一部を改正する条例 

3 . 2 . 1 8 

3 . 2 . 1 8 

予 算 特 別 

3 . 3 . 2 2 

可 決 

(全会一致 ) 

公の施設指定管理者候補

者選定審査会の委員につ

いて条例改正するもの 

議 案 

第 33 号 

令和２年度立川市一般会計補正予算

（第１３号） 

3 . 3 . 1 5 

3 . 3 . 2 2 

 

3 . 3 . 2 2 

可   決 

(全会一致 ) 

13 億 9,702 万 3 千円の増

額｡補正後の総額は 1,057

億 1,737万 3千円 

議 案 

第 34 号 

令和２年度立川市特別会計競輪事業

補正予算（第２号） 

3 . 3 . 1 5 

3 . 3 . 2 2 

 

3 . 3 . 2 2 

可   決 

(全会一致 ) 

6 億 7,199 万 9 千円の増

額｡補正後の総額は 189 億

1,293万円 
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番  号 案  件  名 

提出年月日 

付議年月日 

付託委員会 

議決年月日 

結   果 
内   容 

議 案 

第 35 号 

令和２年度立川市特別会計国民健康

保険事業補正予算（第４号） 

3 . 3 . 1 5 

3 . 3 . 2 2 

 

3 . 3 . 2 2 

可   決 

(全会一致 ) 

1 億 5,842 万 7 千円の増

額｡補正後の総額は 167 億

1,101万 5千円 

議 案 

第 36 号 

令和２年度立川市特別会計駐車場事

業補正予算（第１号） 

3 . 3 . 1 5 

3 . 3 . 2 2 

 

3 . 3 . 2 2 

可   決 

(全会一致 ) 

2,332 万 9 千円の増額｡補

正後の総額は 9,835 万 4

千円 

議 案 

第 37 号 

令和２年度立川市特別会計介護保険

事業補正予算（第２号） 

3 . 3 . 1 5 

3 . 3 . 2 2 

 

3 . 3 . 2 2 

可   決 

(全会一致 ) 

繰越明許費の補正 

議 案 

第 38 号 

令和２年度立川市特別会計後期高齢

者医療事業補正予算（第３号） 

3 . 3 . 1 5 

3 . 3 . 2 2 

 

3 . 3 . 2 2 

可   決 

(全会一致 ) 

3,990 万 1 千円の増額｡補

正後の総額は 41 億 9,643

万 2千円 

議 案 

第 39 号 

令和２年度立川市下水道事業会計補

正予算（第３号） 

3 . 3 . 1 5 

3 . 3 . 2 2 

 

3 . 3 . 2 2 

可   決 

(全会一致 ) 

下水道事業費用を 1,692

万 9千円減額。補正後の総

額は 48億 1,697万 4千円。

資本的支出を 2 億 2,300

万円増額。補正後の総額は

49億 2,711万 2千円 

 

第 2 回臨時会(令和 3年 4月 14 日) 

番 号 案  件  名 

提出年月日 

付議年月日 

付託委員会 

議決年月日 

結   果 
内   容 

議 案 

第 40 号 

専決処分について（立川市市税賦課徴

収条例の一部を改正する条例） 

3 . 4 . 1 4 

3 . 4 . 1 4 

 

3 . 4 . 1 4 

承 認 

(全会一致 )  

地方税法等の一部を改正す

る法律等の公布に伴う条例

改正 

議 案 

第 41 号 

専決処分について（立川市都市計画税

条例の一部を改正する条例） 

3 . 4 . 1 4 

3 . 4 . 1 4 

 

3 . 4 . 1 4 

承 認 

(全会一致 )  

地方税法等の一部を改正す

る法律等の公布に伴う条例

改正 

議 案 

第 42 号 

令和３年度立川市一般会計補正予算

（第１号） 

3 . 4 . 1 4 

3 . 4 . 1 4 

 

3 . 4 . 1 4 

可 決 

(全会一致 )  

4億3,871万7千円の増額｡

補正後の総額は 783億

3,471万7千円 

 

第 3 回臨時会(令和 3年 4月 27 日) 

番 号 案  件  名 

提出年月日 

付議年月日 

付託委員会 

議決年月日 

結   果 
内   容 

議 案 

第 43 号 

令和３年度立川市一般会計補正予算

（第２号） 

3 . 4 . 2 7 

3 . 4 . 2 7 

 

3 . 4 . 2 7 

可 決 

(全会一致 )  

2,136万6千円の増額｡補正

後の総額は783億5,608万3

千円 
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第 2回定例会(令和 3年 6月 2日～6月 24 日) 

番 号 案  件  名 

提出年月日 

付議年月日 

付託委員会 

議決年月日 

結   果 
内   容 

議 案 

第 44 号 

専決処分について［令和３年度立川市

一般会計補正予算（第３号）］ 

3 . 6 . 2 

3 . 6 . 1 0 

 

3 . 6 . 1 0 

承   認 

(全会一致 ) 

2億6,746万5千円の増額｡

補正後の総額は 786億

2,354万8千円 

議 案 

第 45 号 

令和３年度立川市一般会計補正予算

（第４号） 

3 . 6 . 2 

3 . 6 . 1 0 

 

3 . 6 . 1 0 

可 決 

(全会一致 ) 

3億7,949万8千円の増額｡

補正後の総額は790億304

万6千円 

議 案 

第 46 号 

立川市国民健康保険条例の一部を改

正する条例 

3 . 6 . 2 

3 . 6 . 1 0 

 

3 . 6 . 1 0 

可 決 

(全会一致 ) 

新型インフルエンザ等対策

特別措置法等の一部を改正

する法律の施行に伴う条例

改正 

議 案 

第 47 号 

立川市家庭的保育事業等の設備及び

運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例 

3 . 6 . 2 

3 . 6 . 1 0 

 

3 . 6 . 1 0 

可 決 

(全会一致 ) 

指定障害福祉サービスの事

業等の人員、設備及び運営

に関する基準等の一部を改

正する省令等の公布に伴う

条例改正 

議 案 

第 48 号 

立川市事務手数料条例の一部を改正

する条例 

3 . 6 . 2 

3 . 6 . 1 0 

 

3 . 6 . 1 0 

可 決 

(全会一致 ) 

デジタル社会の形成を図る

ための関係法律の整備に関

する法律の公布に伴う条例

改正 

議 案 

第 49 号 

立川市市税賦課徴収条例等の一部を

改正する条例 

3 . 6 . 2 

3 . 6 . 1 0 

 

3 . 6 . 1 0 

可 決 

(全会一致 ) 

地方税法や関連する法令の

改正等を受けて条例改正す

るもの 

議 案 

第 50 号 

立川市新型コロナウイルス感染症対

策基金条例の一部を改正する条例 

3 . 6 . 2 

3 . 6 . 1 0 

 

3 . 6 . 1 0 

可 決 

(全会一致 ) 

新型インフルエンザ等対策

特別措置法等の一部を改正

する法律の施行に伴う条例

改正 

議 案 

第 51 号 

令和３年度立川市一般会計補正予算

（第５号） 

3 . 6 . 1 7 

3 . 6 . 2 4 

 

3 . 6 . 2 4 

可 決 

(全会一致 ) 

1億5,708万6千円の増額｡

補正後の総額は 791億

6,013万2千円 

議 案 

第 52 号 

立川市新学校給食共同調理場整備運

営事業契約 

3 . 6 . 1 7 

3 . 6 . 2 4 

 

3 . 6 . 2 4 

可 決 

(賛成多数 ) 

107億517万1千円で株式会

社立川学校給食サービスと

契約 

議 案 

第 53 号 

立川市立第十小学校中規模改修工事

（建築）請負契約 

3 . 6 . 1 7 

3 . 6 . 2 4 

 

3 . 6 . 2 4 

可 決 

(全会一致 ) 

2 億 878 万円で株式会社長

井工務店と契約 

議 案 

第 54 号 

立川市立立川第一中学校各所改修工

事（外壁改修）請負変更契約 

3 . 6 . 1 7 

3 . 6 . 2 4 

 

3 . 6 . 2 4 

可 決 

(全会一致 ) 

契約金額を177万9,800円増

額し､1億5,009万3,900円に

変更するもの 

議 案 

第 55 号 
和解について 

3 . 6 . 1 7 

3 . 6 . 2 4 

 

3 . 6 . 2 4 

可 決 

(全会一致 ) 

土地の返還及び土地に設置

してある防火貯水槽の撤去

について、土地所有者と和

解するもの 
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第 4 回臨時会(令和 3年 7月 26 日) 

番 号 案  件  名 

提出年月日 

付議年月日 

付託委員会 

議決年月日 

結   果 
内   容 

議 案 

第 56 号 

立川市立川公園野球場３塁側スタン

ド及びネットフェンス等改修工事（建

築）請負契約 

3 . 7 . 2 6 

3 . 7 . 2 6 

 

3 . 7 . 2 6 

可 決 

(全会一致 )  

2億9,920万円で昇和建設

株式会社と契約 

議 案 

第 57 号 
消防自動車の買入れについて 

3 . 7 . 2 6 

3 . 7 . 2 6 

 

3 . 7 . 2 6 

可 決 

(全会一致 ) 

2,508万円で日本機械工業

株式会社と契約 

 

第 3回定例会(令和 3年 9月 2日～9月 30 日) 

番  号 案  件  名 

提出年月日 

付議年月日 

付託委員会 

議決年月日 

結   果 
内   容 

議 案 

第 58 号 

令和２年度立川市一般会計歳入歳出

決算 

3 . 9 . 2 

3 . 9 . 8 

決 算 特 別 

3 . 9 . 3 0 

認   定 

(賛成多数 ) 

歳入決算額1,055億3千万円 

歳出決算額 989億7千万円 

実質収支額  53億4千万円 

議 案 

第 59 号 

令和２年度立川市特別会計競輪事業

歳入歳出決算 

3 . 9 . 2 

3 . 9 . 8 

決 算 特 別 

3 . 9 . 3 0 

認   定 

(全会一致 ) 

歳入決算額 186億5千万円 

歳出決算額 184億5千万円 

実質収支額        2億円 

議 案 

第 60 号 

令和２年度立川市特別会計国民健康

保険事業歳入歳出決算 

3 . 9 . 2 

3 . 9 . 8 

決 算 特 別 

3 . 9 . 3 0 

認   定 

(全会一致 ) 

歳入決算額 164億9千万円 

歳出決算額 162億1千万円 

実質収支額   2億7千万円 

議 案 

第 61 号 

令和２年度立川市特別会計駐車場事

業歳入歳出決算 

3 . 9 . 2 

3 . 9 . 8 

決 算 特 別 

3 . 9 . 3 0 

認   定 

(全会一致 ) 

歳入決算額   1億1千万円 

歳出決算額     9千万円 

実質収支額      1千万円 

議 案 

第 62 号 

令和２年度立川市特別会計介護保険

事業歳入歳出決算 

3 . 9 . 2 

3 . 9 . 8 

決 算 特 別 

3 . 9 . 3 0 

認   定 

(全会一致 ) 

歳入決算額 138億2千万円 

歳出決算額 134億8千万円 

実質収支額   3億4千万円 

議 案 

第 63 号 

令和２年度立川市特別会計後期高齢

者医療事業歳入歳出決算 

3 . 9 . 2 

3 . 9 . 8 

決 算 特 別 

3 . 9 . 3 0 

認   定 

(賛成多数 ) 

歳入決算額  41億8千万円 

歳出決算額  41億6千万円 

実質収支額      3千万円 

議 案 

第 64 号 

令和２年度立川市下水道事業会計決

算 

3 . 9 . 2 

3 . 9 . 8 

決 算 特 別 

3 . 9 . 3 0 

認   定 

(全会一致 ) 

収益的収入決算額 50億1千

万円 

収益的支出決算額 44億2千

万円 

資本的収入 31億8千万円 

資本的支出 43億4千万円 

議 案 

第 65 号 

令和３年度立川市一般会計補正予算

（第６号） 

3 . 9 . 2 

3 . 9 . 8 

 

3 . 9 . 8 

可 決 

(全会一致 ) 

10 億 7,345 万 7 千円の増

額｡補正後の総額は 802 億

3,358万 9千円 

議 案 

第 66 号 

令和３年度立川市特別会計後期高齢

者医療事業補正予算（第１号） 

3 . 9 . 2 

3 . 9 . 8 

 

3 . 9 . 8 

可  決 

(全会一致 ) 

1 億 2,801 万 7 千円の増

額｡補正後の総額は 43 億

3,269万 2千円 
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番  号 案  件  名 

提出年月日 

付議年月日 

付託委員会 

議決年月日 

結   果 
内   容 

議 案 

第 67 号 

立川市新学校給食共同調理場整備運

営事業者選定審査委員会設置条例を

廃止する条例 

3 . 9 . 2 

3 . 9 . 8 

 

3 . 9 . 8 

可  決 

(全会一致 ) 

新学校給食共同調理場整

備運営事業の事業者選定

の終了による条例の廃止 

議 案 

第 68 号 

立川市自転車等駐車場条例の一部を

改正する条例 

3 . 9 . 2 

3 . 9 . 8 

 

3 . 9 . 8 

可  決 

(全会一致 ) 

自転車等駐車場を新設及

び廃止するための条例改

正 

議 案 

第 69 号 

立川市特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例 

3 . 9 . 2 

3 . 9 . 8 

 

3 . 9 . 8 

可  決     

(全会一致 ) 

特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業並びに特

定子ども・子育て支援施設

等の運営に関する基準及び

子ども・子育て支援法施行

規則の一部を改正する内閣

府令等の施行に伴う条例改

正 

議 案 

第 70 号 

立川市地域経済牽引事業の促進のた

めの固定資産税の課税免除に関する

条例の一部を改正する条例 

3 . 9 . 2 

3 . 9 . 8 

 

3 . 9 . 8 

可  決 

(賛成多数 ) 

離島振興法第 20 条の地方

税の課税免除又は不均一課

税に伴う措置が適用される

場合等を定める省令等の一

部を改正する省令の施行に

伴う条例改正 

議 案 

第 71 号 

令和３年度立川市一般会計補正予算

（第７号） 

3 . 9 . 2 2 

3 . 9 . 3 0 

 

3 . 9 . 3 0 

可   決 

(賛成多数 ) 

4 億 2,984 万 8 千円の増

額｡補正後の総額は 806 億

6,343万 7千円 

議 案 

第 72 号 

令和３年度立川市特別会計介護保険

事業補正予算（第１号） 

3 . 9 . 2 2 

3 . 9 . 3 0 

 

3 . 9 . 3 0 

可   決 

(賛成多数 ) 

1,467 万 7 千円の増額｡補

正後の総額は 142億 3,415

万 3千円 

議 案 

第 73 号 
立川市監査委員の選任について 

3 . 9 . 3 0 

3 . 9 . 3 0 

 

3 . 9 . 3 0 

同 意 

(全会一致 ) 

 

土谷伸明氏を選任 

 

 

第 4回定例会(令和 3年 11月 30 日～12月 20日) 

番 号 案  件  名 

提出年月日 

付議年月日 

付託委員会 

議決年月日 

結   果 
内   容 

議 案 

第 74 号 

専決処分について［令和３年度立川市

一般会計補正予算（第８号）］ 

3 . 1 1 . 3 0 

3 . 1 1 . 3 0 

 

3 . 1 1 . 3 0 

承 認 

(全会一致 ) 

2,125 万 3 千円の増額｡補

正後の総額は 806億 8,469

万円 

議 案 

第 75 号 

令和３年度立川市一般会計補正予算

（第９号） 

3 . 1 1 . 3 0 

3 . 1 1 . 3 0 

 

3 . 1 1 . 3 0 

可   決 

(全会一致 ) 

1 億 9,459 万 1 千円の増

額｡補正後の総額は 808 億

7,928万 1千円 
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番 号 案  件  名 

提出年月日 

付議年月日 

付託委員会 

議決年月日 

結   果 
内   容 

議 案 

第 76 号 

令和３年度立川市下水道事業会計補

正予算（第１号） 

3 . 1 1 . 3 0 

3 . 1 1 . 3 0 

 

3 . 1 1 . 3 0 

可   決 

(全会一致 ) 

下水道事業収益39万6千円

の増額｡補正後の総額は52

億1,669万8千円。下水道事

業費用125万円の増額。補

正後の総額は47億7,224万

円。資本的収入と資本的支

出をそれぞれ654万円増

額。補正後の総額は39億

1,950万8千円と49億8,889

万5千円 

議 案 

第 77 号 

立川市林間施設指定管理者の指定に

ついて 

3 . 1 1 . 3 0 

3 . 1 2 . 7 

文 教 

3 . 1 2 . 2 0 

可   決 

(全会一致 ) 

株式会社レストラン・ピガ

ールを指定管理者に指定す

るもの 

議 案 

第 78 号 

立川市立川駅南口立体有料自転車駐

車場ほか 19 施設の指定管理者の指定

の変更について 

3 . 1 1 . 3 0 

3 . 1 2 . 7 

環 境 建 設 

3 . 1 2 . 2 0 

可   決 

(全会一致 ) 

日本コンピューター・ダイ

ナミクス株式会社が管理し

ている20施設に1施設を追

加し、2施設を削除するもの 

議 案 

第 79 号 

立川市武蔵砂川駅第一有料自転車等

駐車場ほか３施設の指定管理者の指

定の変更について 

3 . 1 1 . 3 0 

3 . 1 2 . 7 

環 境 建 設 

3 . 1 2 . 2 0 

可   決 

(全会一致 ) 

サイカパーキング株式会社

が管理している4施設に1施

設を追加するもの 

議 案 

第 80 号 

立川市柏地域福祉サービスセンター

指定管理者の指定について 

3 . 1 1 . 3 0 

3 . 1 2 . 7 

厚 生 産 業 

3 . 1 2 . 2 0 

可   決 

(全会一致 ) 

社会福祉法人至誠学舎立川

を指定管理者に指定するも

の 

議 案 

第 81 号 

立川市羽衣地域福祉サービスセンタ

ー指定管理者の指定について 

3 . 1 1 . 3 0 

3 . 1 2 . 7 

厚 生 産 業 

3 . 1 2 . 2 0 

可   決 

(全会一致 ) 

社会福祉法人恵比寿会を指

定管理者に指定するもの 

議 案 

第 82 号 

立川市上砂地域福祉サービスセンタ

ー指定管理者の指定について 

3 . 1 1 . 3 0 

3 . 1 2 . 7 

厚 生 産 業 

3 . 1 2 . 2 0 

可   決 

(全会一致 ) 

社会福祉法人敬愛会を指定

管理者に指定するもの 

議 案 

第 83 号 

立川市総合福祉センター指定管理者

の指定について 

3 . 1 1 . 3 0 

3 . 1 2 . 7 

厚 生 産 業 

3 . 1 2 . 2 0 

可   決 

(全会一致 ) 

社会福祉法人立川市社会福

祉協議会を指定管理者に指

定するもの 

議 案 

第 84 号 

立川市幸児童館指定管理者の指定に

ついて 

3 . 1 1 . 3 0 

3 . 1 2 . 7 

厚 生 産 業 

3 . 1 2 . 2 0 

可   決 

(全会一致 ) 

特定非営利活動法人ワーカ

ーズコープを指定管理者に

指定するもの 

議 案 

第 85 号 

立川市高松児童館指定管理者の指定

について 

3 . 1 1 . 3 0 

3 . 1 2 . 7 

厚 生 産 業 

3 . 1 2 . 2 0 

可   決 

(全会一致 ) 

特定非営利活動法人ワーカ

ーズコープを指定管理者に

指定するもの 

議 案 

第 86 号 

立川市行政区域における国立市道路

線認定の承諾について 

3 . 1 1 . 3 0 

3 . 1 2 . 7 

環 境 建 設 

3 . 1 2 . 2 0 

可   決 

(賛成多数 ) 

国立市が市域を超えて立川

市域内に路線認定を行うこ

とを承諾するもの。 

議 案 

第 87 号 

立川市下水道条例の一部を改正する

条例 

3 . 1 1 . 3 0 

3 . 1 2 . 7 

 

3 . 1 2 . 7 

可   決 

(全会一致 ) 

地方税法等の一部を改正す

る法律の公布による地方自

治法の改正に伴う条例改正 
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番 号 案  件  名 

提出年月日 

付議年月日 

付託委員会 

議決年月日 

結   果 
内   容 

議 案 

第 88 号 

立川市事務手数料条例の一部を改正

する条例 

3 . 1 1 . 3 0 

3 . 1 2 . 7 

 

3 . 1 2 . 7 

可   決 

(全会一致 ) 

住宅の質の向上及び円滑な

取引環境の整備のための長

期優良住宅の普及の促進に

関する法律等の一部を改正

する法律の公布による長期

優良住宅の普及の促進に関

する法律の改正に伴う条例

改正 

議 案 

第 89 号 

立川市国民健康保険条例の一部を改

正する条例 

3 . 1 1 . 3 0 

3 . 1 2 . 7 

 

3 . 1 2 . 7 

可   決 

(全会一致 ) 

民法の一部を改正する法

律、全世代対応型の社会保

障制度を構築するための健

康保険法等の一部を改正す

る法律及び健康保険法施行

令等の一部を改正する政令

の公布に伴う条例改正 

議 案 

第 90 号 

立川市特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例 

3 . 1 1 . 3 0 

3 . 1 2 . 7 

 

3 . 1 2 . 7 

可   決 

(全会一致 ) 

特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業並びに特

定子ども・子育て支援施設

等の運営に関する基準及び

子ども・子育て支援法施行

規則の一部を改正する内閣

府令が訂正されたことに伴

う条例改正 

議 案 

第 91 号 

立川市運動場条例の一部を改正する

条例 

3 . 1 1 . 3 0 

3 . 1 2 . 7 

 

3 . 1 2 . 7 

可   決 

(全会一致 ) 

運動施設におけるネーミン

グライツ導入に伴い、広告

スペースの使用に関する規

定及び使用料を定めるもの 

議 案 

第 92 号 

立川市議会議員の報酬及び費用弁償

等に関する条例の一部を改正する条

例 

3 . 1 1 . 3 0 

3 . 1 1 . 3 0 

 

3 . 1 1 . 3 0 

可   決 

(全会一致 ) 

東京都指定職給料表適用職

員に準拠し、議会の議長、

副議長及び議員の期末手当

について減額 

議 案 

第 93 号 

立川市常勤特別職職員給与等支給条

例の一部を改正する条例 

3 . 1 1 . 3 0 

3 . 1 1 . 3 0 

 

3 . 1 1 . 3 0 

可   決 

(全会一致 ) 

市長、副市長及び教育長の

期末手当を議員同様に改定 

議 案 

第 94 号 

立川市一般職の職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例 

3 . 1 1 . 3 0 

3 . 1 1 . 3 0 

 

3 . 1 1 . 3 0 

可   決 

(全会一致 ) 

東京都人事委員会の勧告に

準拠し、一般職職員の期末

手当を減額 

議 案 

第 95 号 

令和３年度立川市一般会計補正予算

（第 10号） 

3 . 1 1 . 3 0 

3 . 1 1 . 3 0 

 

3 . 1 1 . 3 0 

可   決 

(全会一致 ) 

13億2,070万円の増額｡補

正後の総額は821億9,998

万1千円 

議 案 

第 96 号 

令和３年度立川市一般会計補正予算

（第 11号） 

3 . 1 2 . 1 3 

3 . 1 2 . 2 0 

 

3 . 1 2 . 2 0 

可   決 

(賛成多数 ) 

37億3,123万円の増額｡補

正後の総額は859億3,121

万1千円 
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番 号 案  件  名 

提出年月日 

付議年月日 

付託委員会 

議決年月日 

結   果 
内   容 

議 案 

第 97 号 

令和３年度立川市特別会計競輪事業

補正予算（第１号） 

3 . 1 2 . 1 3 

3 . 1 2 . 2 0 

 

3 . 1 2 . 2 0 

可   決 

(全会一致 ) 

41億95万1千円の増額｡補

正後の総額は219億8,382

万1千円 

議 案 

第 98 号 

令和３年度立川市特別会計介護保険

事業補正予算（第２号） 

3 . 1 2 . 1 3 

3 . 1 2 . 2 0 

 

3 . 1 2 . 2 0 

可   決 

(全会一致 ) 

3億5,081万3千円の増額｡

補正後の総額は 145 億

8,496万6千円 

議 案 

第 99 号 

令和３年度立川市下水道事業会計補

正予算（第２号） 

3 . 1 2 . 1 3 

3 . 1 2 . 2 0 

 

3 . 1 2 . 2 0 

可   決 

(全会一致 ) 

「枝線埋設工事（単独処理

区）」の本工事の、年度内で

の完了が困難となったこと

から、翌年度予定分と合わ

せて債務負担行為の設定を

行うもの。 

議 案 

第 100 号 
土地の買入れについて 

3 . 1 2 . 1 3 

3 . 1 2 . 2 0 

 

3 . 1 2 . 2 0 

可   決 

(賛成多数 ) 

立川市新学校給食共同調理

場用地として立川基地跡地

の 留 保 地 の 一 部 で 、

12,000.01㎡の土地を、9 億

764 万 5 千円で財務省から

随意契約により買入れする

もの 

議 案 

第 101 号 

立川市立第十小学校中規模改修工事

（建築）請負変更契約 

3 . 1 2 . 1 3 

3 . 1 2 . 2 0 

 

3 . 1 2 . 2 0 

可   決 

(全会一致 ) 

中規模改修工事において設

計内容の条件等に変更が生

じたことから契約金額を

345万4千円増額するもの。 

議 案 

第 102 号 

立川市教育委員会委員の任命につい

て 

3 . 1 2 . 2 0 

3 . 1 2 . 2 0 

 

3 . 1 2 . 2 0 

同 意 

(全会一致 ) 

伊藤 憲春氏を任命 

議 案 

第 103 号 
人権擁護委員候補者の推薦について 

3 . 1 2 . 2 0 

3 . 1 2 . 2 0 

 

3 . 1 2 . 2 0 

同 意 

(全会一致 ) 

須﨑 伸子氏を推薦 

議 案 

第 104 号 
人権擁護委員候補者の推薦について 

3 . 1 2 . 2 0 

3 . 1 2 . 2 0 

 

3 . 1 2 . 2 0 

同 意 

(全会一致 ) 

宮木 たつ子氏を推薦 

議 案 

第 105 号 
人権擁護委員候補者の推薦について 

3 . 1 2 . 2 0 

3 . 1 2 . 2 0 

 

3 . 1 2 . 2 0 

同 意 

(全会一致 ) 

大𣘺 正則氏を推薦 

議 案 

第 106 号 

令和３年度立川市一般会計補正予算

（第 12号） 

3 . 1 2 . 2 0 

3 . 1 2 . 2 0 

 

3 . 1 2 . 2 0 

可   決 

(全会一致 ) 

40億6,672万2千円の増額｡

補正後の総額は 899 億

9,793万3千円 
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(2) 委員会提出案件 

番  号 案  件  名 

提出年月日 

付議年月日 

付託委員会 

議決年月日 

結   果 
内   容 

委員会提出 

議案第 1 号 

建設アスベスト被害の全面解決に

向けた意見書 

3 . 3 . 2 2 

3 . 3 . 2 2 

 

3 . 3 . 2 2 

可   決 

（全会一致） 

59 ページ参照 

委員会提出 

議案第 2 号 

立川市議会会議規則の一部を改正

する規則 

3 . 3 . 2 2 

3 . 3 . 2 2 

 

3 . 3 . 2 2 

可   決 

（全会一致） 

全国市議会議長会の標準

市議会会議規則の改正に

伴い、代表的な欠席事由

を明記するとともに、産

前産後の欠席期間につい

て範囲を明記。 

委員会提出 

議案第 3 号 

水道水源井戸の有機フッ素化合物

汚染についての意見書 

3 . 6 . 1 6 

3 . 6 . 2 4 

 

3 . 6 . 2 4 

可   決 

（全会一致） 

60 ページ参照 

委員会提出 

議案第 4 号 

再生可能エネルギー電力の割合を

高める 2030 年エネルギー基本計画

の改定に関する意見書 

3 . 6 . 1 6 

3 . 6 . 2 4 

 

3 . 6 . 2 4 

可   決 

（全会一致） 

61 ページ参照 
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(3) 議員提出案件 

番  号 案  件  名 

提出年月日 

付議年月日 

付託委員会 

議決年月日 

結   果 
内   容 

議 員 提 出 

議案第 1号 

選択的夫婦別姓制度の法制化に向

けた議論を求める意見書 

3 . 9 . 2 8 

3 . 9 . 3 0 

 

3 . 9 . 3 0 

可   決 

(全会一致) 

62 ページ参照 

議 員 提 出 

議案第 2号 

出産育児一時金の増額を求める意

見書 

3 . 9 . 2 8 

3 . 9 . 3 0 

 

3 . 9 . 3 0 

可   決 

(全会一致) 

63 ページ参照 
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(4) その他の案件 

案   件   名 付議年月日 
議決年月日 

結   果 
内   容 

予算特別委員会の設置及び委員の選任について 3 . 2 . 2 4 

3 . 2 . 2 4 

設 置 及 び 

選 任 

7 ページ参照 

文教委員会特定事件継続調査について 3 . 3 . 2 2 
3 . 3 . 2 2 

決 定 

閉会中も継続調査と

する 

陳情の一部訂正について 3 . 6 . 2 
3 . 6 . 2 

承 認 

陳情第 3 号の一部を

訂正するもの 

文教委員会特定事件継続調査について 3 . 6 . 2 4 
3 . 6 . 2 4 

決 定 

閉会中も継続調査と

する 

決算特別委員会の設置と委員の選任について 3 . 9 . 8 

3 . 9 . 8 

設 置 及 び 

選 任 

7 ページ参照 

総務委員会特定事件継続調査について 3 . 1 2 . 2 0 
3 . 1 2 . 2 0 

決 定 

閉会中も継続調査と

する 
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(5) 請  願 
 

番 号 件      名 提 出 者 

受理年月日 

付議年月日 

付託委員会 

審議年月日 

経過・結果 

3-1 

「地方自治体の放送受信契約に

公平性を求める意見書」の提出を

求める請願 

千葉県市川市大洲 

佐直 友樹 

3 . 2 . 5 

3 . 2 . 1 8 

総 務 

3 . 3 . 2 2 

不 採 択 

3-2 

「ＮＨＫ放送受信料の時効は５

年と放送法等に規定することを

求める意見書」の提出を求める請

願書 

千葉県市川市大洲 

佐直 友樹 

3 . 2 . 5 

3 . 2 . 1 8 

総 務 

3 . 3 . 2 2 

不 採 択 

3-3 
補聴器についての助成を求める

請願 

東京都立川市西砂町 

立川生活と健康を守る会 

代表 戸井田 春子 外 1156 名 

3 . 1 1 . 1 9 

3 . 1 2 . 7 

厚 生 産 業 

3 . 1 2 . 2 0 

継 続 
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「地方自治体の放送受信契約に公平性を求める意見書」の提出を

求める請願 

 

１ 受理年月日 令和３年２月５日 

 

２ 請願者 千葉県市川市大洲 

          佐直 友樹 

 

３ 紹介議員 くぼた 学 

 

４ 請願の要旨 

 

 「地方自治体の放送受信契約に公平性を求める意見書」を地方自治法 99条に基づき、立川市議会として衆

議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣に提出することを求める。 

 

５ 請願の理由 

 

 放送法 64 条１項にて「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は協会とその放送の受信

についての契約をしなければならない」と定められている。この法律は車両に搭載されているカーナビにお

いても同様であり事業所の公用車においては設置台数分の受信契約が必要となる(受信規約２条４項)。 

 私の居住する千葉県市川市と東京都立川市の消防車両のカーナビによる放送受信契約についての判断に差

異が生じており、地方自治体の放送受信契約を全国レベルで見直す必要があると感じ請願書を提出した次第

である。 

 2019年９月の一般質問にて立川市の管理する公用車に設置されているカーナビによる放送受信契約につい

て行政管理部長より答弁があった。 

 以下、立川市議会会議録より一部抜粋。 

 

 ◆３番（くぼた学君） 御答弁ありがとうございます。 

   消防車や救急車は、現在地を示し、カーナビで目的を設置するのが本来の目的でありまして、ＮＨＫ

を視聴するのが目的ではないのは誰の目から見ても明白でございます。そもそもおかしいのは、運転中

にＮＨＫの番組を見るのが目的ではないにもかかわらず、カーナビにまでＮＨＫの受信料を支払えとい

う判決が出ていることでございます。 

  こうした場合でも、市では今後、ＮＨＫとカーナビの受信料支払いを考えているのでしょうか。 

  

〇議長（佐藤寿宏君） 行政管理部長。 

  

〇行政管理部長（田中準也君） 先ほど議員から御紹介がありましたように、最高裁の判決、それから令

和元年５月 15日、東京地方裁判所の判断がございまして判決が確定しておりますので、カーナビに対す

るＮＨＫの契約を結ぶ方向で検討しているということでございます。 

 

  以上の立川市の行政管理部長の答弁の進捗状況を立川市に確認したところ設置日まで遡及した受信料の

支払いを済ませ、今後も受信料の支払いを継続するとの説明を受けた。 

  一方で私の住む市川市においては消防車両 25 台の放送受信契約及び受信料の支払いは行われていない。

そのことについて 2020年９月の一般質問に対し財政部長が答弁をした。 

  以下、市川市議会 2020 年９月会議録より一部抜粋。 
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 〇佐直友樹議員 御答弁ありがとうございます。再質問させていただきます。 

   テレビ受信ができないように工事を行う前の未契約のカーナビ 25 台に関しては支払いの義務がない

という御答弁でしたが、放送法 64条にて、受信機の設置者には放送受信契約が明確に義務づけられてお

ります。市川市の主張している支払いの義務がないという法的根拠をお伺いいたします。 

  

〇松永修巳議長 金子財政部長。 

  

〇金子 明財政部長 私より御答弁させていただきます。 

   公用車における放送受信契約につきましては、平成 29 年 12 月の最高裁判所におけるＮＨＫ受信契約

制度の合憲性についての判決結果を受け、昨年 10 月にテレビ受信機能の有無について調査を実施したと

ころでございます。その結果、消防局が所管する一部の車両におきまして、放送受信機能を有する可能

性のある車両が存在していたため、調査を実施した時点で視聴の確認が取れた３台の車両について改め

てＮＨＫとの受信契約を取り交わし、納車時より遡及して受信料を納付いたしました。そのほかのテレ

ビ視聴の確認が取れなかった車両につきましては、放送受信契約は行わなかったところでございます。

このことは、現時点におきまして放送受信機能を有していない車両につきましては、今後放送受信契約

を締結する必要はないことの確認は取れているものの、過去の契約につきましては、公金を支出すると

いう観点から慎重に取り扱う必要があると考え、実際に視聴の確認が取れたものについてのみ契約を取

り交わしたものでございます。以上でございます。 

  

〇松永修巳議長 佐直議員。 

  

〇佐直友樹議員 御答弁ありがとうございます。支払いの義務がないという法的根拠をお伺いしたのです

が、納得いく答弁をいただけなくて残念に思います。 

   カーナビでの放送受信契約ですが、一般市民の場合はテレビの受信の確認をしていなくても契約を求

められます。場合によっては恐怖心を与えるような強要に近い形で契約をさせられたという市民の声も

いただいております。恐らく消防署にそういったＮＨＫの訪問員が来ていないのかなと思います。一般

市民の放送受信契約義務と市川市の放送受信契約義務では、法令の遵守という意味では全く重みが違う

ものと考えております。まずは、ＮＨＫや総務省に確認を取って、意見の相違があれば司法の判断を仰

ぐべきだと考えています。市川市は法令違反をしているかもしれないといった疑いを生じさせないよう

に早急な対応をお願いいたします。こちらは要望とさせていただきます。引き続き話し合いをさせてい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

  以上の市川市の財政部長の答弁の通り、テレビ受信の確認を取っていないカーナビ(テレビ受信機能付

き)25 台に関しては公金の支出は慎重に取り扱うとし、今も尚、未契約、未払いの状態である(2021年 2/2

現在)。テレビ受信の確認をしていない受信機は放送受信契約義務がないといった判例等、法的根拠となる

ものを示すことや、ＮＨＫと総務省へ見解を求めることもない市川市の対応は法令の遵守を強く求められ

る立場として相応しくない態度であると感じる一方、立川市及び立川市議会においては公金の支出という

市民への負担を承知の上で法令の遵守に重きをおいた決断をした。このことについては地方自治体として

の決断に敬服した次第である。 

  以上の事例を踏まえると国民全体が等しく享受されるべき公共放送という観点で考えれば地方自治体ご

とに放送法 64 条による放送受信契約義務の有無の判断に差異が生じている現状を放置し続けるようなこ

とはあってはならない。無論、立川市としても受信料の支払いは立川市だけが行えば良いといった考え方

はお持ちではないと察している。 

  国会及び政府においては直ちに全国、市区町村の管理する受信機(公用車、公共施設、学校等)の放送受

信契約状況の調査、把握の上、放送受信契約の有無の判断の統一化を目的としたガイドラインの策定や法

改正等、不公平の生じない措置を講じるよう意見書の提出を要望する。 
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「NHK放送受信料の時効は５年と放送法等に規定することを求め

る意見書」の提出を求める請願書 

 

１ 受理年月日 令和３年２月５日 

 

２ 請願者 千葉県市川市大洲 

          佐直 友樹 

 

３ 紹介議員 くぼた 学 

 

４ 請願の要旨 

 

 「ＮＨＫ放送受信料の時効は５年と放送法等に規定することを求める意見書」を地方自治法第 99 条に基づ

き、立川市議会として衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣に提出することを求める。 

 

５ 請願の理由 

 

 平成 26年９月５日、最高裁判所第二小法廷において、ＮＨＫ放送受信料債権は、旧民法第 169 条の「年又

はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権」(定期給付債権)に当たり、消滅時効は５

年と解すべきであると判示した。受信料債権に旧民法第 169 条(消滅時効５年)が適用された背景には、特別

法である放送法等に消滅時効の規定が存在しないため、一般法である民法が準用されたのである。また令和

２年４月１日より施行された改正後の民法において、一般債権の消滅時効期間は原則として５年(主観的起算

点)と定められた(新民法第 166条)。 

しかしながら、その後現在に至るまで、国会では特別法である放送法等に消滅時効の規定を設けようとす

る動きは見当たらない。民法上の時効は、債務者(国民)が債権者(ＮＨＫ)に対し時効の援用をしなければ、

５年という時効の利益を受けることができない。また、ＮＨＫが債務者(国民)に対して５年以上の請求をす

ることを禁じていない。実際、ＮＨＫは、最高裁判所の判決が出た後も、受信料の時効が５年であることを

積極的に公表せず、５年以上放送受信料を滞納している債務者に対し、５年以上の請求を続けている。一方

で、国税の消滅時効は、特別法である国税通則法第 72 条に、地方税の消滅時効は、地方税法第 18 条に規定

されている。さらに、地方公共団体の金銭債権の消滅時効は、地方自治法第 236条に５年と定められている。

多種税金と受信料の消滅時効５年の相違は、債務者(国民)が事項の援用をしなくとも、５年という時効の利

益を受けることができること、債権者(国や地方公共団体)が、債務者(国民)に対して５年以上の請求をする

ことができないことである (督促などで時効が更新している場合は除く)。 

ところで、放送法第 64 条では、受信設備の設置者には受信契約の締結が義務付けられている。同様に下水

道法第 10条では、下水の排水設備等の設置が義務付けられている。契約等の義務が特別法により国民に課せ

られているという点で、ＮＨＫ放送受信料は下水道等の公債権と同じ性質を有すると言える。従って、消滅

時効期間が経過した場合、債務者による時効の援用を待たずに直ちに債権消滅という結果が発生する旨を明

文化すべきである。 

しかしながら、特別法である放送法に上述した法令に定められているような受信料債権の消滅時効の規定

が存在しない。そもそも時効とは、①長時間継続した事実状態を維持することが、法律関係の安定のために

必要であること、②権利の上に眠っている者は、法の保護に値しないこと、③あまりに古い過去の事実につ

いて立証することは困難であることに鑑み、その立証に代えて、一定事実の一定期間の継続の立証をもって、

義務の不存在の主張をなすことを許す必要があることが趣旨を要し、時効制度は上記３つの根拠から多元的

に正当化されるものと理解されている。それによって、国民が「消滅時効の援用」という極めて専門的な法

知識があるか無いかの差で、受信料の消滅時効の完成による利益を受けることができる国民と、利益を受け

ることができない国民が生まれ、国民の間に不公平感が生じている。公共放送という性質からも国民に平等
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に徴収すべきであるＮＨＫ放送受信料は、消滅時効において国民の法知識の差に関わらず平等にその権利が

行使されるべきものである。よって、国会及び政府においては、放送法等にＮＨＫ放送受信料債権の消滅時

効を規定するよう、立川市議会として、私たち国民の生命・財産を守るための前向きな取り組みとして、意

見書の提出を強く要望する。 
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（６）陳  情 

番 号 件      名 提 出 者 

受理年月日 

付議年月日 

付託委員会 

審議年月日 

経過・結果 

3-1 

自衛隊の医療部隊増強について

意見書を国に提出することに関

する陳情 

愛知県安城市百石町 

一輪のバラの会 

代表 加藤 克助 

3 . 2 . 3 

― 

― 

机 上 配 付 

3-2 
弁天通り経由立川駅行きのコミ

ュニティバス新設に関する陳情 

東京都立川市栄町 

立川市栄町第二団地自治会 

代表者 富澤 忍 外 160名 

3 . 2 . 3 

3 . 2 . 1 8 

環 境 建 設 

3 . 3 . 2 2 

採 択 

3-3 

安全・安心の医療・介護の実現と

国民のいのちと健康をまもるた

めの意見書の提出に関する陳情 

東京都立川市緑町 

東京民医連労働組合健生会支部 

執行委員長 加藤 徹 

3 . 2 . 9 

3 . 2 . 1 8 

厚 生 産 業 

3 . 6 . 2 4 

不 採 択 

3-4 

建設アスベスト被害の全面解決

に向けた意見書の提出を求める

陳情 

東京都立川市栄町 

東京土建一般労働組合多摩西部

支部 

代表者 清水 政廣 

3 . 2 . 9 

3 . 2 . 1 8 

環 境 建 設 

3 . 3 . 2 2 

採 択 

3-5 
「国民万歳条例」の制定を求める

陳情 

東京都西多摩郡瑞穂町 

角田 統領 

3 . 2 . 2 2 

3 . 6 . 1 0 

総 務 

3 . 6 . 2 4 

不 採 択 

3-6 
弁護活動白紙委任契約の是正に

必要な措置を求める陳情 

東京都西多摩郡瑞穂町 

角田 統領 

3 . 3 . 9 

3 . 6 . 1 0 

総 務 

3 . 6 . 2 4 

不 採 択 

3-7 

厚生労働省へ保健所の感染症に

対する機能強化の意見書を提出

することに関する陳情 

愛知県安城市百石町 

一輪のバラの会 

代表 加藤 克助 

3 . 3 . 3 0 

― 

― 

机 上 配 付 

3-8 

首都東京の在日米軍基地返還の

道筋をつける為、対外的情報省の

設立を求める意見書を防衛省に

提出することに関する陳情 

愛知県安城市百石町 

一輪のバラの会 

代表 加藤 克助 

3 . 5 . 1 0 

― 

― 

机 上 配 付 

3-9 

水道水源井戸の有機フッ素化合

物汚染について東京都への意見

書提出に関する陳情 

東京都立川市砂川町 

地下水の保全を進める会 

代表者 小佐野 洋美 外 142 名 

3 . 5 . 2 4 

3 . 6 . 1 0 

環 境 建 設 

3 . 6 . 2 4 

採 択 

3-10 
西砂町の交通不便解消に関する

陳情書 

東京都立川市西砂町 

西砂自治会 西砂町の交通不便

解消を求める会 

代表 川杉 芳枝 外 407名 

3 . 5 . 2 4 

3 . 6 . 1 0 

環 境 建 設 

3 . 6 . 2 4 

採 択 

3-11 
学校給食食材有機化に関する陳

情 

東京都立川市砂川町 

加藤 清吾 

3 . 5 . 2 5 

3 . 6 . 1 0 

文 教 

3 . 6 . 2 4 

不 採 択 

3-12 

再生可能エネルギー電力の割合

を高める 2030 年エネルギー基本

計画の改定に関する陳情 

多摩きた生活クラブ生協  ま

ち・立川 

※住所、氏名は申し出により非公

開 

3 . 5 . 2 5 

3 . 6 . 1 0 

環 境 建 設 

3 . 6 . 2 4 

採 択 

3-13 

パンデミックに潜在看護師を活

用すべきと国に意見書を提出す

ることに関する陳情 

愛知県安城市百石町 

一輪のバラの会 

代表 加藤 克助 

3 . 6 . 7 

― 

― 

机 上 配 付 



- 36 - 

 

番 号 件      名 提 出 者 

受理年月日 

付議年月日 

付託委員会 

審議年月日 

経過・結果 

3-14 

辺野古新基地建設の中止と、普天

間基地の沖縄県外・国外移転につ

いて国民的議論を行い、憲法に基

づき公正かつ民主的に解決する

べきとする意見書の採択を求め

る陳情 

沖縄県那覇市おもろまち 

「新しい提案」実行委員会 

責任者 安里 長従 

東京都新宿区四谷 

全国青年司法書士協議会 

会長 阿部 健太郎 

3 . 6 . 2 1 

3 . 9 . 8 

総 務 

3 . 1 2 . 2 0 

不 採 択 

3-15 

貴議会における下記事項の議員

提案の要請 

要請内容 

人道的見地から、沖縄防衛局によ

る「沖縄本島南部からの埋め立て

用土砂採取計画」の断念を国に要

請すること 

沖縄県那覇市泊 

沖縄戦遺骨ボランティア「ガフマ

ヤー」 

代表 具志堅 隆松 

3 . 7 . 2 7 

― 

― 

机 上 配 付 

3-16 

「地域的な包括的経済連携

(RCEP)から撤退することを求め

る意見書」提出を求めることに関

する陳情 

東京都西東京市西原町 

金森 典子  

3 . 8 . 3 

3 . 9 . 8 

厚 生 産 業 

3 . 9 . 3 0 

不 採 択 

3-17 
母（毛嘉萍）が中国で不法に逮捕

されている件に関する要望 

東京都台東区浅草 

付 偉彤 

3 . 8 . 1 3 

― 

― 

机 上 配 付 

3-18 

特定定額給付金の再度実施につ

いて求める意見書を立川市議会

が政府に提出することに関する

陳情 

愛知県安城市百石町 

一輪のバラの会 

代表 加藤 克助 

3 . 8 . 1 8 

― 

― 

机 上 配 付 

3-19 
同性パートナーシップの公的承

認についての陳情 

※住所は申し出により記載しな

い 

鈴木 公大 

3 . 1 1 . 1 0 

3 . 1 2 . 7 

総 務 

3 . 1 2 . 2 0 

採 択 

3-20 
パートナーシップ制度・ファミリ

ーシップ制度に関する陳情 

※住所は申し出により記載しな

い 

堺 志のぶ 西村 美穂 

3 . 1 1 . 1 0 

3 . 1 2 . 7 

総 務 

3 . 1 2 . 2 0 

継 続 

3-21 
災害発生時の用水確保策に関す

る陳情 

東京都立川市上砂町 

たちかわ・財政を考える会 

（たちかわ市民みらい会議） 

代表者 増田 正三郎 

3 . 1 1 . 1 5 

3 . 1 2 . 7 

総 務 

3 . 1 2 . 2 0 

継 続 

 



- 37 - 

 

弁天通り経由立川駅行きのコミュニティバス新設に関する陳情 

 

１ 受理年月日 令和３年２月３日 

 

２ 陳 情 者 立川市栄町 

         立川市栄町第二団地自治会 

          代表者 富澤 忍 外 160 名 

 

３ 陳情の要旨 

  

 現在は廃止となっていますが、以前、立川バスが「弁天通り経由立川駅行きバス」を運行されていたこと

を受け、かねてから、この路線の復活を要望する声が第二団地の自治会では幾度となく挙がっております。

今回は、この路線を地域のコミュニティバスとして新設いただけますよう、第二団地一同、強く要望します。 

 

４ 陳情の理由 

 

昭和 38年により分譲された立川市栄町第二団地(現戸数：150 世帯)は、近年、入居者の高齢化が進むと共

に、子育て世帯の入居も増え、公共交通機関が欠かせない世帯も見られる状況になってきました。上記の世

帯を含む住民は、市役所や病院、買い物などで立川駅に行かなければならない機会は少なからずあります。

しかし、立川行のバス停(立川バス・西武バス：栄町三丁目、立川バス：旭会)を利用するためには最も遠い

世帯で約１km 離れているため、高齢者が利用しづらい状況です。一方、最寄りのバス停(立川バス：立川ろ

う学校)を利用した場合、国立駅で電車に乗り換える必要があり、こちらも高齢者や幼児連れの世帯には移動

の負担が大きくなっています。 

 

記 

 

 高齢者や幼児連れ世帯を中心とした第二団地の住民が、市役所・病院・買い物など生活に必要な立川駅へ

の交通手段として、かつて運行されていた「弁天通り経由立川駅行きバス」をコミュニティバスとして新設

することを要望する。 
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安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康をまもるため

の意見書の提出に関する陳情 

 

１ 受理年月日 令和３年２月９日 

 

２ 陳 情 者 立川市緑町 

         東京民医連労働組合健生会支部 

          執行委員長 加藤 徹 

 

３ 陳情の要旨 

 

 2020 年の新型コロナウイルスによるパンデミック(感染爆発)は、日本国内でも大きな影響を広げました。

経済活動や国民生活にも深刻な影響を及ぼすと共に、「医療崩壊」などが取りざたされ、国民のいのちと健康

が脅かされる事態が広がりました。この感染症対応の経験から明らかになったことは、感染症病床や集中治

療室の大幅な不足や、それらを中心的に担っている公立・公的病院の重要性、医師・看護師・介護職員の人

員不足、保健所の不足問題などです。これらの諸問題の背景には、90 年代後半から続いてきた医療・介護・

福祉など社会保障費の抑制策や公衆衛生施策の縮減があります。 

 21 世紀に入り、わずか 20 年の間に、SARS、新型インフルエンザ、MERS、そして今回の新型コロナウイル

スと、新たなウイルス感染とのたたかいは短い間隔で求められ、今後も新たなウイルス感染の対応が必要に

なることは明らかです。 

 

４ 陳情の理由 

     

  新型コロナウイルス感染症対策の教訓を経て、国民のいのちと健康、暮らしを守るためにも、そして新た

なウイルス感染や自然災害などの事態の際に経済活動への影響を最小限に抑え込むためにも、医療・介護・

福祉、そして公衆衛生施策の拡充は喫緊の課題です。 

 私たちは、国民が安心して暮らせる社会実現のために、次の事項について国へ意見書を提出いただけます

よう陳情します。 

 

記 

 

1.今後も発生が予想される新たな感染症拡大などの事態にも対応できるよう、 医療、介護、福祉に十分

な財源確保を行うこと。 

 

2.公立公的病院の統合再編や地域医療構想を見直し、地域の声を踏まえた医療体制の充実を図ること。 

 

3.安全・安心の医療・介護提供体制を確保するため、医師・看護師・医療技術職・介護職等を大幅に増員

すること。 

 

4.保健所の増設・保健師等の増員など公衆衛生行政の拡充を図ること。ウイルス研究、検査・検疫体制な

どを強化・拡充すること。 

 

5.社会保障に関わる国民負担軽減を図ること。 
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建設アスベスト被害の全面解決に向けた意見書の提出を求める陳

情 

 

１ 受理年月日 令和３年２月９日 

 

２ 陳 情 者 立川市栄町 

        東京土建一般労働組合多摩西部支部 

         代表者 清水 政廣 

 

３ 陳情の要旨 

 

アスベスト(石綿)を大量に使用したことによる健康被害が全国に広がっている。わが国においては、建築

物の不燃化対策の一環として、国がアスベスト含有建材の使用を指定・促進し、その結果、輸入されたアス

ベストの多くが建設資材として使われてきたことから、建設業従事者の中で健康被害が特に多発している。

これらの被害者は日本の高度経済成長を支えてきた人々である。 

平成 18年９月よりアスベストの使用がようやく原則禁止されたものの、それ以前に使用されたアスベスト

を含んだ建築物の改修・解体工事に伴う粉じんの飛散による建設労働者や周辺住民の被害が依然として危惧

されている。 

建設業従事者は、重層下請構造の下で、異なった多数の建設現場に従事していることや、いわゆる一人親

方と呼ばれる個人事業主として従事する人々が多い。アスベストによる疾病は 30 年から 40 年という長期間

が経過した後に発症することが多く、亡くなってからようやく労災認定がされる事例や、個人事業主等とし

て扱われ労働者としては労災認定されずに補償が不十分である事例が多いのが実情である。 

国とアスベスト建材製造企業の責任を問う「建設アスベスト東京１陣訴訟」が平成 20年５月に提訴されて

から 12年が経った令和２年 12月 13日に、最高裁が国の上告を不受理とし、全国の建設アスベスト訴訟の中

で初めて、個人事業主等も含む建設アスベスト被害に対する国の責任が最高裁で認定された。そのことを受

けて、令和２年 12月 23日には田村憲久厚生労働大臣は原告に謝罪し、協議の場を設ける意向を表明した。 

また、令和３年１月 28 日には、「建設アスベスト京都１陣訴訟」で国の上告を不受理とするとともに、ア

スベスト建材製造企業８社の上告を不受理とし、建材企業の連帯責任(共同不法行為責任)が初めて最高裁で

認定された。 

しかし、建設アスベスト被害者は今なお増加している。アスベスト疾患での労災認定件数は全国で毎年 1000

人を超えているが、その６割近くを建設業従事者が占めている。建築物・工作物の解体工事は 2030年前後に

ピークを迎えると予測されており、建設従事者は依然としてアスベスト曝露の危険にさらされている。 

 

４ 陳情の理由 

     

この間、多くのアスベスト被害者が命を落とし、病も進行している。長い裁判によることなく、一刻も早

く救済が図られるようにしていくとともに、今後、建設現場でのアスベストの飛散と曝露を徹底的に防止し

ていくことが求められている。 

 

記 

 

裁判によることなく建設業従事者のアスベスト被害者とその遺族が早期の補償が受けられる補償基金制度

の創設ならびに今後のアスベスト被害の拡大を防止するための抜本的対策を直ちに講じ、アスベスト問題の

全面解決を図ることを国会及び政府に求める意見書の提出を陳情するものです。 
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